
議案第２９号  

 

   専決処分の報告並びにその承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。  

 

 

  令和８年６月５日 提 出  

 

 

角田市長 黑 須  貫    

 

  





（別紙）  

専  決  処  分  書 

 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項（緊急を要するため議会を招

集する時間的余裕がない）の規定により、令和７年度角田市一般会計補正予算（第１１号）

について、別紙のとおり専決処分する。  

 

 

令和８年３月１７日   専   決  

 

 

                                          角田市長   黑  須   貫     

 

  





 

（別紙）  

令和７年度角田市一般会計補正予算（第１１号）  

令和７年度角田市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条   歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１，７０９千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２４，８０８，９６８千円とする。  

２   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

 

 





1 歳　入 （単位：千円）

16 国庫支出金

1 国庫負担金

20 繰入金

1 基金繰入金

2 歳　出 （単位：千円）

3 民生費

4 生活保護費

歳          出          合          計 24,797,259 11,709 24,808,968

5,557,409 11,709 5,569,118

346,009 11,709 357,718

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

3,732,188 2,932 3,735,120

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 24,797,259 11,709 24,808,968

1,385,779 8,777 1,394,556

3,732,188 2,932 3,735,120

計

2,582,617 8,777 2,591,394

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額





補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書 

一 般 会 計 





1 総 　括

（単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

助成交付金

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

歳　入

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

款 補 正 前 の 額 補  正  額 計

市税 3,802,058 0 3,802,058

地方譲与税 182,760 0 182,760

利子割交付金 4,800 0 4,800

配当割交付金 18,000 0 18,000

株式等譲渡所得割交付金 32,000 0 32,000

法人事業税交付金 79,000 0 79,000

地方消費税交付金 800,000 0 800,000

ゴルフ場利用税交付金 3,500 0 3,500

環境性能割交付金 24,000 0 24,000

国有提供施設等所在市町村 13,000 0 13,000

地方特例交付金 20,235 0 20,235

地方交付税 4,535,035 0 4,535,035

交通安全対策特別交付金 4,000 0 4,000

分担金及び負担金 11,705 0 11,705

使用料及び手数料 91,892 0 91,892

国庫支出金 2,582,617 8,777 2,591,394

県支出金 1,116,905 0 1,116,905

財産収入 48,149 0 48,149

寄附金 5,835,189 0 5,835,189

繰入金 3,732,188 2,932 3,735,120

歳　　入　　合　　計 24,797,259 11,709 24,808,968

繰越金 180,000 0 180,000

諸収入 308,426 0 308,426

市債 1,371,800 0 1,371,800



163,410 0 163,410

9,141,523 0 9,141,523

5,557,409 11,709 5,569,118

1,117,508 0 1,117,508

15,809 0 15,809

906,764 0 906,764

480,409 0 480,409

2,117,132 0 2,117,132

895,891 0 895,891

2,544,604 0 2,544,604

9,000 0 9,000

1,817,790 0 1,817,790

10 0 10

30,000 0 30,000

24,797,259 11,709 24,808,968

11 災害復旧費

12 公債費

13 諸支出金

14 予備費

歳　　 出　　 合　 　計

6 農林業費

7 商工費

8 土木費

9 消防費

10 教育費

1 議会費

2 総務費

3 民生費

4 衛生費

5 労働費

歳  出

款 補正前の額 補 正 額 計



8,777 2,932

8,777 2,932

（単位：千円）

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳　

特　　　定　　　財　　　源

国庫支出金 県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

備　　　　考



２　歳　入
（款）16 国庫支出金　　　（項）1 国庫負担金

16 国庫支出金 2,582,617 8,777 2,591,394

1 国庫負担金 1,385,779 8,777 1,394,556

1 民生費国庫負担金 1,385,000 8,777 1,393,777

20 繰入金 3,732,188 2,932 3,735,120

1 基金繰入金 3,732,188 2,932 3,735,120

2 財政調整基金繰入金 530,416 2,932 533,348

一般会計

款      項      目 補正前の額 補 正 額 計



（単位：千円）

金  額

3 生活保護費負担金 8,777 生活扶助費等負担金 883
　基本額　122,678千円×3/4＝ 92,008
　既決予算額　　　　　　　　 91,125
　差引追加　　　　　　　　　　　883

医療扶助費負担金 8,845
　基本額　165,394千円×3/4＝124,045
　既決予算額　　　　　　　　115,200
　差引追加　　　　　　　　　　8,845

介護扶助費負担金 △951
　基本額　　9,932千円×3/4＝　7,449
　既決予算額　　　　　　　　　8,400
　差引更正減　　　　　　　　　　951

1 財政調整基金繰入 2,932 財政調整基金繰入金 2,932
金

節

区  分
説  明



３　歳　出
（款）3 民生費　　　（項）4 生活保護費

国県支出金 地 方 債 そ の 他

3 民生費 5,557,409 11,709 5,569,118 8,777 2,932

4 生活保護費 346,009 11,709 357,718 8,777 2,932

2 扶助費 286,300 11,709 298,009 8,777 2,932

国庫支出金
8,777

一般会計

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

補   正   額   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源



（単位：千円）

19 扶  助  費 11,709 ○  生活保護事業 11,709    

     ・生活扶助費 219
     ・住宅扶助費 488
     ・教育扶助費 △452
     ・出産扶助費 △311
     ・生業扶助費 △90
     ・葬祭扶助費 28
     ・保護施設事務費 1,299
     ・医療扶助費 11,795
     ・介護扶助費 △1,267

説  明

   19 扶助費 11,709  

節

区  分 金  額




